
犬の登録と狂犬病予防注射日程（4月）
実 施 日 程 実　施　会　場

9
日
㈬

9:00～9:30 高田コミュニティセンター前

9:40～9:55 藤沢自治会館前

10:10～10:25 西徳田２区公民館前

10:30～10:40 東徳田公民館前

10:50～11:00 間野々公民館前

11:10～11:25 矢巾地区農業構造改善センター前

11:45～12:00 北郡山公民館前

12:10～12:20 下北公民館前

12:30～12:40 下赤林集落センター前

10
日
㈭

9:00～9:15 上赤林公民館前

9:25～9:35 きたがわこうえん前（北川保育園東側）

9:45～10:00 南昌台団地第一公園前

10:15～10:30 広宮沢公民館前（消防屯所隣）

10:40～10:55 煙山自治公民館前

11:05～11:15 城内公民館前

11:35～11:45 新田公民館前

11:50～12:00 矢巾１区公民館

12:05～12:20 矢巾２区公民館

12:30～12:40 わんぱく公園前（徳永整形外科東側）

11
日
㈮

9:00～9:10 白沢集落センター前

9:20～9:30 太田農事集会所前

9:40～9:55 室岡公民館前

10:00～10:15 岩清水コミュニティセンター前

10:25～10:35 和味公民館前

11:00～11:10 舘前公民館前

11:20～11:30 南煙山研修センター前

11:40～12:00 南矢幅公民館前

13
日
㈰

9:00～12:00 矢巾町役場　大型車庫棟前

※毎年、犬の糞による苦情が多く寄せられています。散歩を
するとき、他人の敷地内はもちろん、壁などの周辺に排せつ
することはマナー違反です。ビニール袋などを持ち歩き、必
ず糞の始末をしましょう。

▼問い合わせ　役場町民環境課環境係（019-611-2507）

　町は、犬の登録と狂犬病予防注射を町内各会場で実施
します。生後 91日以上の犬を飼っている方には、犬の
登録と年 1回の狂犬病予防注射が義務付けられていま
す。犬を登録している方には、町から予防注射の案内の
通知書を郵送します。注射を受ける当日は、必ず通知書
を持参してください。
　お住まい近くの会場の日時に都合がつかない場合に
は、他の会場でも登録と予防注射ができます。また、都
合のつかない方や、生後 90日以内の犬を飼っている方
は、最寄りの動物病院で登録と予防注射ができます。
※犬の体調が悪い、病気治療中の場合は、かかりつけ医
または最寄りの動物病院を受診してください。

◎小川動物病院（南矢幅 16-30-14）019-697-6652
◎みゅう動物病院（西徳田 5-20）019-698-2221
◎やはばわんにゃんクリニック（高田 15-46-1）
019-613-8033
◎けやき並木動物病院（紫波町日詰西 6-6-24）
019-672-5456
※この他、盛岡市内の動物病院でも予防注射と併せて、
矢巾町の注射済票の交付と犬の登録が受けられる場合が
あります。

①犬を登録済みの方…1頭当たり 3,300 円
②犬の登録をする方…1頭当たり 6,300 円
（登録料を含む）
※盛岡市内などの病院では、料金が違う場合があります。

●マイクロチップを装着している場合、犬の登録申請は
必要ありません。ただし、環境省登録サイトで所有者登
録を必ず行ってからお越しください。登録していない場
合は注射を受けることができない場合があります。
●鑑札とマイクロチップの所有者の二重登録を避けるた
め、マイクロチップ装着の有無をご確認ください。
●飼い犬が既に亡くなっていて、届け出をしていない方
は役場町民環境課環境係までご連絡ください。
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